
 
 
 

大学改革この１年 
－広島大学の改革の歩み（平成１８年６月以降の取組を中心に）－ 

 

 
 

                       ※理念５原則の一つ 

－地域社会・国際社会との共存－ 
 
 
 
 
 
 
 
 



◎ 大学の改革に向けての取組 
☆ ２１世紀の広島大学像マスタープラン（平成 12 年 6 月）に基づいた改革の推進 
☆ 長期ビジョン（平成 15 年 1 月）に沿った計画の遂行 

○ 到達目標：世界トップレベルの特色ある総合研究大学 
○ 戦  略：到達目標達成に向けて長期ビジョンを３段階の行動計画として提示 

☆ 大学運営の基本方針（平成 15 年 7 月）の徹底 
○ トップマネジメント体制の整備  
○ 組織における自律的運営を促すためのPDCA（Plan-Do-Check-Action）サイクルの仕組みの導入 
○ 全ての構成員による，大学運営ビジョン，基本的な考え方及び情報の共有化（ビジョン共有型運営） 

☆ 「発展を続ける偉大な大学」に飛躍させるべく，自主・自律によるさらなる改革の推進（平成 16 年 4
月・法人化～） 

☆ 大学運営改革プラン(平成 17 年 5 月)に沿った取組の推進 
○ トップマネジメント体制の整備 

・平和担当副学長を置き，平和希求委員会を設置（平成 18 年 7 月） 
・評価担当副学長を置き，評価委員会委員長に就任（平成 18 年 7 月） 
・危機管理担当副学長を置き（平成 18 年 7 月），リスクマネジメント委員会を設置（平成 19 年 4
月） 

○ 意思疎通・情報共有のための対話 
・学長による学科・専攻等巡り，学長オフィスアワー 

○ 大学運営支援体制の整備 
・業務組織の見直し及び新たな業務への対応のための組織整備（平成 19 年 4 月） 

☆ 大学改革のための提言等 
○ 「広島大学における教育研究体制について」の提言（平成 18 年 7 月） 
○ 「広島大学における大学教員の職の在り方について」の提言（平成 18 年 9 月） 
○ 「広島大学男女共同参画宣言」（平成 18 年 10 月）及び男女共同参画推進委員会の設置（平成 19 年

2 月） 
  ○ 「広島大学における附置研究所及びセンター等の整備について」の提言（平成 19 年 3 月） 

○ 「広島大学における教職大学院について」の提言（平成 19 年 4 月） 
○ ビジョン委員会将来構想部会が『「世界トップレベルの特色ある総合研究大学に向けての最終整備の

段階」の施策について』を答申（平成 19 年 4 月） 
 

◎ 組織運営面での取組 

☆ 入学センター福岡オフィスの開設（平成 18 年 6 月） 
☆ 総合博物館の開館（平成 18 年 11 月） 
☆ ４代目生物生産学部附属練習船豊潮丸の竣工（平成 18 年 11 月） 
☆ 特殊教育特別専攻科を特別支援教育特別専攻科に改称（平成 19 年 4 月） 
☆ 理学研究科附属理学融合教育研究センターの設置（平成 19 年 4 月） 



◎ 教育・学生支援面での取組 
☆ 到達目標型教育を実現するための教育プログラムの導入（平成 18 年度～） 
☆ 「エクセレント・スチューデントスカラシップ」制度で成績優秀者に対する修学支援（平成 18 年 7 月） 
☆ アクセシビリティーリーダー 第一期生の認定（平成 19 年 2 月） 
☆ 入学式後の学部別説明会（父母等懇談会）の実施（平成 19 年 4 月） 
☆ 競争的環境への対応 

・現代的教育ニーズ取組支援プログラム：平成 18 年度 2 件採択 
・地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム：平成 18 年度 1 件採択 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※表紙は，瀬戸大橋付近を航行する最新鋭の４代目「豊潮丸」 

 

建学の精神（昭和 24 年 5 月） 

○ 自由で平和な一つの大学 

理念５原則（平成 7 年 10 月） 

１．平和を希求する精神 

２．新たなる知の創造 

３．豊かな人間性を培う教育 

４．地域社会・国際社会との共存 

５．絶えざる自己変革 
 

学長室 企画・評価グループ 

平成 19 年 5 月 作成 


